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2025 年 3 月 5 日制定    

2026 年 1 月 19 日最終改訂 

FSC 方針声明 

 

株式会社関電パワーテックは、FSC CoC 認証の適切な運用を行うため、FSC の中核的労働要求

事項の内容を理解し、実施、維持していきます。 

 

1. 適用範囲 

当社の FSC CoC 認証範囲に含まれる全ての拠点、 

 

2. 実施事項 

FSC の要求事項に従い最低年 1 回、適用範囲における実施状況の自己評価を行い、所

定の様式に評価内容を記録する。要求事項を満たしていない項目があれば速やかに是

正する。 

 

3. FSC の中核的労働要求事項 

・児童労働の禁止 

・強制労働の排除 

・雇用及び職業において差別の撤廃 

・結社の自由及び団体交渉権を尊重 

 

FSC の中核的労働要求事項の詳細は付表 4.1 に記載する。 

 

4. 公開 

本方針声明は当社全従業員がアクセスできる共有フォルダに保管し、公開する。また、当

社の FSC CoC 認証機関及び利害関係者から方針声明の公開を依頼された場合、管理

責任者は速やかに公開する。 
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FSC の中核的労働要求事項 

1.1 組織は、FSC の中核的労働要求事項の適用にあたり、国内法令によって定められている権利

及び義務を十分に考慮し、同時に本要求事項の目的を満たさなければならない。 

 

1.2 組織は、児童労働を使用してはならない。 

 

1.2.1 組織は、1.2.2 項に示されている場合を除き、15 歳未満または国内法令、条例や規制によ

って定められている最低年齢のいずれか高い方を満たさない労働者を雇用してはならな

い。 

 

1.2.2 国内法令や規制が 13 歳から 15 歳の者の軽易な労働への雇用を認めている国では、こ

のような雇用は、学校教育を妨げたり、また健康または発達に害を及ぼしたりしないよう行

われることが望ましい。特に、児童が義務教育法の対象となっている場合、就学時間以外

の通常の日勤労働時間にのみ働かなければならない。 

 

1.2.3 18 歳未満の者は、承認された国内法令および規制内での訓練を目的とする場合を除き、

危険な作業または重労働に雇用されてはならない。 

 

1.2.4 組織は、最悪の形態の児童労働を禁止しなければならない。 

 

1.3 組織は、あらゆる形態での強制労働を排除しなければならない。 

 

1.3.1 雇用関係は、自発的かつ相互合意に基づいており、罰則の脅威はない。 

 

1.3.2 強制労働を示すいかなる慣行の証拠もない。これには以下のものを含むが、これに限らな

い： 

・ 物理的及び性的暴力 

・ 奴隷（債務）労働 

・ 雇用手数料の納付や雇用開始のための保証金の支払いを含む賃金の天引き 

・ 移動の制限 

・ 旅券及び身分証明書の留保 

・ 規制当局に対する告発の脅威 
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1.4 組織は、雇用及び職業において差別がないことを保証しなければならない。 

 

1.4.1 雇用及び職業慣行は非差別的である。 

 

1.5 組織は、結社の自由及び団体交渉権を尊重しなければならない。 

 

1.5.1 労働者は、自らの選択により労働者団体を設立、または団体に加入することができる。 

 

1.5.2 組織は、労働者団体が完全に自由にその規約及び規則を策定することを尊重する。 

 

1.5.3 組織は、労働者が労働者団体を設立、団体に加入、あるいはこれを補助する合法的な活

動に従事する権利、あるいはこれらを控える権利を尊重する。 これらの権利を行使するこ

とにより労働者を差別したり、処罰したりすることはしない。 

 

1.5.4 組織は合法的に設立された労働者団体及び/または正式に選ばれた代表者と誠意を持っ

て交渉し、団体交渉合意に至る最善の努力をする。 

 

1.5.5 団体交渉による合意が存在する場合は、それが実行されている。 

  


